
　市・都民税（住民税）の計算に使われる申告です。収入が無い場
合でも、国民健康保険税（料）や介護保険料の計算、（非）課税証
明書の発行などに必要です。

市・都民税の申告とは
　所得税等の確定申告は、１月１日から１２月３１日までの１年間に生
じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告
期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金などとの過
不足を精算する手続きです。

所得税等の確定申告とは

※土・日・祝日を除く
申告期間は、２月１７日㈪～３月１７日㈪

間もなく！ 市民税・都民税（住民税）
所得税及び復興特別所得税（所得税）の申告受付

税税の申告の時期です、の申告の時期です、準備準備はお早めに！はお早めに！

詳しくは２面をご覧ください
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15

世 帯 と 人 口

1
No . 1 5 7 1

世帯数…………………63,469（17減）
人　口……………… 125,174（  7減）
男………………………61,595（11減）
女………………………63,579（  4増）７.1.１現在

※世帯数および人口は、住民基本台帳によるものであり、
　外国人住民の方を含みます。（　 ）内は前月比

休日診療は７面に掲載しています


